
新型コロナウイルス感染症に係
る障害福祉サービス事業所等に
対するサービス継続支援事業に

ついて
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1．サービス継続支援事業補助金について
（１）障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

新型コロナウイルスの感染者等が発生した施設・事業所において、建物の消毒に要する費用や職員の
感染等に伴う人員確保等、サービスの継続に必要な経費を支援する。

① 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発
生した施設・事業所
※職員に感染者と接触があった者（同居している場合に
限る）が発生し職員が不足した場合を含む。

② 感染者と接触があった者に対応した施設・事業所

③ 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の
要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又
は共同生活援助事業所(①、②の場合を除く)

④ ①以外の事業所であって、当該事業所の職員により
、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサ
ービスを提供した事業所
※ 通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であって感
染を未然に防ぐために代替措置を取った場合（近隣自治体や近隣施設・事業
所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域である場合（感染者が一
定数継続して発生している状況等）に限る。）

全サービス共通

短期入所/施設入所支援/共同生活援助/福祉型障
害児入所施設/医療型障害児入所施設/居宅介護/
重度訪問介護/同行援護/行動援護/就労定着支援/
自立生活援助/居宅訪問型児童発達支援/保育所等
訪問支援

施設入所支援/共同生活援助

療養介護/生活介護/自立訓練/就労移行支援/就労
継続支援Ａ型/就労継続支援Ｂ型/児童発達支援/医
療型児童発達支援/放課後等デイサービス

対象となるサービス種別対象施設・事業所



○居宅を訪問してサービスを提供する場合に必要な費用
・代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介
料、損害賠償保険の加入費用
・代替場所の確保費用（使用料）
・居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
・代替場所や利用者宅への旅費
・利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に
必要となる車や自転車のリース費用
・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用（通信
費用は除く）
※上記費用は、代替サービス提供期間の分に限る。

１．サービス継続支援事業補助金について

対象施設・事業所

（１）障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業

① 利用者又は職員に新型コロナウイルスの感染者が発
生した施設・事業所
※職員に感染者と接触があった者（同居している場合に
限る）が発生し職員が不足した場合を含む。

② 感染者と接触があった者に対応した施設・事業所

③ 感染等の疑いのある利用者又は職員に対し、一定の
要件のもと、自費で検査を実施した障害者支援施設又
は共同生活援助事業所(①、②の場合を除く)

④ ①以外の事業所であって、当該事業所の職員により
、居宅で生活している利用者に対して、できる限りのサ
ービスを提供した事業所
※ 通常形態でのサービス提供が困難であり、休業を行った場合であっ
て感染を未然に防ぐために代替措置を取った場合（近隣自治体や近
隣施設・事業所で感染者が発生している場合又は感染拡大地域であ
る場合（感染者が一定数継続して発生している状況等）に限る。）

〇緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加
入費用、帰宅困難職員の宿泊 費、連携機関との連携に係る旅費、一定の
要件に該当する自費検査費用（障害者支援施設・共同生活援助事業所に限
る）
〇施設・事業所の消毒・清掃費用
〇感染症廃棄物の処理費用
〇感染者又は感染者と接触があった者への対応に伴い在庫不足が見込ま
れる衛生・防護用品の購入費用
（以下の費用は、代替サービス提供期間の分に限る）
〇代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹
介料、旅費、損害賠償保険の加入費用
〇代替場所の確保費用（使用料）
〇居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
〇代替場所や利用者宅への旅費
〇利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的
に必要となる車や自転車のリース 費用
〇通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用（通信
費用は除く）

〇一定の要件に該当する自費検査費用

対象経費
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1．サービス継続支援事業補助金について

（２）障害福祉サービス施設・事業所との協力支援事業
感染者が発生した施設・事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から、当該施設・事業所か

らの利用者の受入れや当該施設・事業所への応援職員の派遣等、協力する施設・事業所において必要
な経費を支援する。

② 感染症の拡大防止の観点から
必要があり、自主的に休業した
障害福祉サービス等事業所に対
し、協力する施設・事業所

※「自主的に休業」とは、各事業者
が定める運営規程の営業日において
、営業しなかった日（利用者の居宅
への訪問によるサービスのみを提供
する場合を含む。）が連続３日以上
の場合を指す。

①「（１）障害福祉サービス施
設・事業所等のサービス継続支
援事業」の①又は②に該当する
施設・事業所に対し、協力する
施設・事業所

対象施設・事業所 対象となる
サービス種別

〇追加で必要な人員確保のための
緊急雇用に係る費用、
割増賃金・手当、
職業紹介料、
旅費・宿泊費、
損害賠償保険の加入費用

対象経費

全サービス共通



クラスターが発生した社会福祉施設等への応援体制

新型コロナウイルス感染症が入所型社会福祉施設等で発生し、当該法人のみでサービス提供が困
難となった場合においても、利用者への影響を最小限に抑えるため、県及び市町がそれぞれ関係団体
等と連携して重層的に応援職員を派遣する。
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2．新型コロナウイルス感染症が発生した社会福祉施設等への
応援職員の派遣について



クラスターが発生した社会福祉施設等への応援職員の派遣イメージ
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2．新型コロナウイルス感染症が発生した社会福祉施設等への
応援職員の派遣について

クラスター発生施設の職員が感染



応援職員について

１ 応援職員
原則として、発生施設のできるだけ近隣の施設等から派遣する。
ただし、二次感染のリスクを考慮し、次の者を除く。
ア 基礎疾患があるなど重症化のリスクが高い者
イ 妊娠している者又は妊娠している可能性がある者

２ 派遣期間
派遣先施設等からの要請により決定するが、最大で４週間とする。

３ 業務内容
応援職員は、原則としてPCR検査の結果が陽性の者以外の利用者（PCR検査
の結果は陰性だが感染者と接触があった者を含む。）への支援等を行う。
また、応援職員を派遣する際には、派遣元と派遣先が応援職員の勤務条件、
費用負担等について協定等により取り決めを行う。

8

2．新型コロナウイルス感染症が発生した社会福祉施設等への
応援職員の派遣について



応援職員の派遣に要する費用の負担

応援職員の派遣に要する費用については、基本的に派遣先が負担することとし、
その全部又は一部を県が支援する。

① 業務日数に応じた特殊勤務手当（危険手当）

② 派遣先施設等までの旅費及び宿泊費

③ 派遣元の事業所が負担する、従業員を対象とする傷害保険（賠償責任保険を
含む。）の加入費用

④ 職員を派遣した期間及び職場に復帰するまでの待機期間の人件費

⑤ 派遣した職員の代替として雇用した職員の人件費及び職員を派遣することにより
生じた残業手当
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2．新型コロナウイルス感染症が発生した社会福祉施設等への
応援職員の派遣について



【広島県ホームページ】

トップページ⇒組織でさがす⇒健康福祉局⇒障害者支援課⇒事業所の方へ まとめサイト(指導検査グループ)⇒
助成金・補助金⇒新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等のサービス継続事業補助金につ
いて
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/servicekeizoku.html

（1）新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等のサービス継続事業補助金

1０

3．連絡事項



（２）新型コロナウイルス感染症発生状況報告について

1１

3．連絡事項

・５類移行後は原則として県の障害者支援課への報告は中止

・クラスター発生時や重篤患者等の発生時には保健所への報告をお願いします


